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別表六（五の三）の記載の仕方

 

１ この明細書は、内国法人が租税条約において定め

るところにより平成21年改正前の法（以下「平成21

年旧法」といいます。）第69条第８項((((外国子会社

の配当等に係る外国税額の控除))))の規定の適用を

受ける場合若しくは平成21年改正法附則第12条第

２項((((外国税額の控除に関する経過措置))))、第44

条第５項((((内国法人の特定外国子会社等に係る所

得の課税の特例に関する経過措置))))、第45条第５項

((((特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国

法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置))))、

第59条第５項((((連結法人の特定外国子会社等に係

る所得の課税の特例に関する経過措置))))若しくは

第60条第５項((((特殊関係株主等である連結法人に

係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関す

る経過措置))))の規定によりなおその効力を有する

ものとされる平成21年旧法第69条第８項の規定の

適用を受ける場合又は連結法人が租税条約におい

て定めるところにより平成21年旧法第81条の15第

８項((((連結法人に係る外国子会社の配当等に係る

外国税額の控除))))の規定の適用を受ける場合若し

くは平成21年改正法附則第16条第２項((((連結事業

年度における外国税額の控除に関する経過措置))))、

第44条第５項、第45条第５項、第59条第５項若しく

は第60条第５項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる平成21年旧法第81条の15第８項の

規定の適用を受ける場合において、納付したとみな

される外国法人税額について記載します。この場合、

外国子会社が課された外国法人税額を証する書類

その他平成21年改正前の規則第29条の３第４号、第

５号若しくは第13号又は第37条の６第４号、第５号

若しくは第13号((((外国子会社の配当等に係る外国

税額の控除))))に定める書類及び租税条約実施特例

法施行省令第10条((((みなし外国税額の控除の申告

手続))))に定めるみなし外国税額控除の適用を受け

ることができる旨を証する書類を基礎として記載

します。 

 なお、連結法人については、適用を受ける各連結

法人ごとにこの明細書を作成し、その連結法人の法

人名を「法人名」のかっこの中に記載してください。 

２ 各欄中金額を記載するものにあっては、外国子会

社の会計帳簿の作成に当たり使用している外国通

貨表示の金額により記載します。この場合、その通

貨の単位を表示してください。

 


